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労災保険率改定の動向1

労災保険率（以下「料率」という）は，原則と
して 3年ごとに改定しており，現行の料率は平成
24年 4 月に改定したものです。
厚生労働省は，平成26年12月10日に労働政策審

議会に対し，平成27年 4 月から適用する料率の改
定案について諮問し，同年12月15日に同審議会か
ら改定案が妥当であるとの答申を得ました。
今後，平成27年 4 月 1 日の施行を目指し，速や

かに「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施
行規則」の改正作業を進めることとしています
が，以下に，料率の設定方法や今回の改定のポイ
ント等について記載します。

料率の設定方法2

料率は，「労働保険の保険料の徴収等に関する
法律」等により，将来にわたって，労災保険事業
に係る財政の均衡を保つことができるよう，過去
3年間の災害率等を考慮して業種別に設定するこ
ととされています。
具体的な料率の計算は，平成17年 3 月に策定さ

れた「労災保険料率の設定に関する基本方針」（以
下「基本方針」という）に基づいて行います。
基本方針の概要については，次のとおりです。

①　料率は業種別に設定すること。
②�　料率の改定は，原則として 3年ごとに行
うこと。
③�　料率の算定は，過去 3年間の保険給付実
績等に基づいて「料率に係る基本的な算定
方式」（図― 1）により行うこと。
　�　ただし，次の業種については，激変緩和
措置として，料率の引上げの上限等設定す
ること。
　・算定された料率が一挙に上昇する業種
　・�産業構造の変化に伴い事業場・労働者数
が激減し，収支状況が著しく悪化してい
る業種

今回の料率改定の概要3

近年の労働災害の動向等を反映し，平成27年度
から適用される新たな料率は次のようになりま
す。

①　料率は全54業種（現在55業種のところ，平成
27年度より「たばこ等製造業」を「食料品製造
業」に統合し，54業種となります）平均で0.1�
/1,000の引下げ（4.8/1,000→4.7/1,000）。

②　全業種中，引下げとなるのが23業種，引上げ
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となるのが 8業種，据置きとなるのが23業種。

③　労災保険が適用となる全国268万事業場のう
ち，約25％に当たる66万事業場で料率が引下げ
となり，事業主全体で年間約278億円の保険料
負担軽減。

建設業における料率改定の内容4

建設業の料率（全 8業種）と建設業の第 2種特
別加入保険料率（一人親方）は，平成27年度から
表― 2のようになります。
全 8業種のうち，「既設建築物設備工事業」の
料率が据置きとなるのを除き，全ての業種の料率

図― 1　料率の算定の方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　 表― 1　平成元年度以降の改定経過 （単位：1/1,000）　

平成元年度 4年度 7年度 10年度 13年度 15年度 18年度 21年度 24年度 27年度

10.8 11.2 9.9 9.4 8.5 7.4 7.0 5.4 4.8 4.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表― 2　料率改定表 （単位：1/1,000）　

事業の種類 現行 改定後

水力発電施設，ずい道等新設事業 89 79

道路新設事業 16 11

舗装工事業 10  9

鉄道又は軌道新設事業 17  9.5

建築事業（既設建築物設備工事業を除く） 13 11

既設建築物設備工事業 15 15

機械装置の組立て又は据付けの事業  7.5  6.5

その他の建設事業 19 17

第 2 種特別加入（建設業の一人親方） 19 19
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が引下げとなります。また，第 2種特別加入保険
料率（一人親方）については据置きとなります。

労務費率の改定5

請負による建設の事業は，数次の請負によって
行われるのが常態となっていますが，労災保険で
は，元請負人が全体の事業についての事業主とし
てその下請事業に使用する全ての労働者分の保険
料の納付等を行うこととなります。
労災保険料は，事業主がその事業に使用する全

ての労働者に支払う賃金総額に労災保険率を掛け
て算出するのが原則ですが，数次の請負によって
行われる建設の事業では，下請労働者を含めた賃
金総額を把握することが困難な場合が多いことか
ら，請負金額に所定の率を乗じて賃金総額を算出
することが認められています。
この所定の率を「労務費率」といい，料率が設

定されている業種の区分ごとに定められていま
す。
この労務費率についても，料率の改定に併せて
3年に一度改定を行っており，平成27年度から表
― 3のとおりとなります。

請負金額の取り扱いの改正6

請負による建設の事業では，請負金額に労務費
率を乗じて得た額を賃金総額とすることが認めら

れているのは前項での説明のとおりですが，現行
の取り扱いでは，請負金額は消費税相当額を含む
ものとし，労務費率についても請負金額に消費税
相当額が含まれていることを前提として設定され
ています。
平成26年 4 月の改正消費税法の施行により，消
費税率は 5％から 8％に改定されましたが，平成
24年度に改定された現行の労務費率は，消費税率
が 5 ％であることを前提として設定されていま
す。そのため，消費税率 8％を含む請負金額に現
行の労務費率を乗じると，保険料の計算上，保険
料が増額となる不合理が生じることから，平成26
年 4 月以降，賃金総額の算定に当たっては請負金
額に108分の105を乗じて得た額に労務費率を乗じ
るという暫定措置を講じているところです。
この暫定措置は，過去の消費税導入時および消
費税率改正時に講じた措置と同様のものですが，
①　事業主側・行政側双方において事務処理が煩
雑となること
②　今後，消費税率の改定が行われた場合，さら
なる暫定措置を講ずる必要があること
から，平成27年度から適用する労務費率について
は，請負金額に消費税相当額を含まない前提で設
定し，保険料の申告時においても，消費税相当額
を含まない請負金額に労務費率を乗じた額を賃金
総額とみなすよう，事務処理を変更することとし
ました。
これにより，平成27年度以降は，請負金額に

 表― 3　労務費率改定表

事業の種類 現行 改定後

水力発電施設，ずい道等新設事業 18％ 19％

道路新設事業 20％ 20％

舗装工事業 18％ 18％

鉄道又は軌道新設事業 23％ 25％

建築事業（既設建築物設備工事業を除く） 21％ 23％

既設建築物設備工事業 22％ 23％

機械装置の組立て又は据付けの事業
　組立て又は取付けに関するもの
　その他のもの

38％
21％

40％
22％

その他の建設事業 23％ 24％
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108分の105を乗じた額に労務費率を乗じるという
暫定措置は廃止となりますが，平成26年度以前に
保険関係が成立した事業については従前のとおり
の取り扱いとなることに留意が必要です。

その他の改正7

平成27年度以降，保険料の申告時に使用する請
負金額について，消費税相当額を除いた額とする
よう取り扱いを変更することに併せ，請負金額を
要件とする以下の事項についても，それぞれ改正
を行うこととしています。

⑴　有期事業の一括の要件
建設の事業においては，同一の事業主が行うそ

れぞれの事業の規模が，概算保険料の額が160万
円未満であり，かつ，請負金額が 1億9,000万円
未満である場合，その全ての事業を一つの事業と
みなして保険関係が適用されます（有期事業の一
括）。
平成27年度以降に成立した事業については，こ

の請負金額の要件を， 1億9,000万円（消費税相
当額を含む）から 1億8,000万円（消費税相当額

を除く）に変更します。

⑵ 　一括された有期事業以外の有期事業（単独有
期事業）のメリット制の適用要件
メリット制とは，一定の要件を満たす事業場に
ついて，その事業場における労働災害の多寡に応
じて保険料の額などを増減する制度です。
⑴の有期事業の一括の対象とならない事業につ
いては，その事業単独で労災保険の保険関係が成
立（単独有期事業）しますが，その事業に対して
メリット制が適用される要件は，確定保険料の額
が40万円以上または請負金額の額が 1億2,000万
円となっています。
平成27年度以降に成立した事業については，こ
の請負金額の要件を， 1億2,000万円（消費税相
当額を含む）から 1億1,000万円（消費税相当額
を除く）に変更します。

これらの変更は，保険料申告等における請負金
額の取り扱いを，全て消費税相当額を除くことと
したことによるものであり，消費税相当額を除い
た額で比較した場合，改正前後での適用要件はほ
ぼ同じです。


